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質の問題 量の問題 VS 



0．病害虫との闘いの歴史 



 コメの収穫： 

  九州の諸藩で平年作の17% 

  最も激しかった藩では10%以下 

 餓死者：96万人 

享保の大飢饉（1732) 





◎BHC（殺虫） 

戦後の食料生産を支えた農薬 

 ○DDT 

 ○BHC 

    ○パラチオン 

 ○セレサン石灰 

  



★DDT：安定であって生物濃縮性あり。1971 禁止 

★BHC：稲わらを通して牛肉、牛乳、母乳を汚染。1971 禁止 

★パラチオン：急性毒性が高く中毒・死亡事故多発。1971 禁止 

★セレサン石灰：イネへの残留が問題となる。1968 禁止 

「世界一厳しい」農薬規制へ 



1．減農薬・無農薬農産物とその安全性 
                行き過ぎが新たな問題を引き起こしている例 

★病害・虫害を受けた農作物は安全か 

Http://www.jcpa.or.jp/qa01.htm 

    Japan Crop Protection Association 



⇧ ⇩  ⇧ ⇩  ⇧ ⇩  ⇧ ⇩  

病 害 虫 

植  物 

病害虫と植物の接触の場は、双方持てる武器を
総動員して行う死力を尽くした戦闘の場である。 



2．事故米はなにが問題だったのか 
                問題でないことが大問題になった例 

事故米不正転売事件 

農林水産省、農薬やカビ毒アフラトキシンの残留があったため「事故米」とされた米を
非食用として、民間企業Ｍ社に売却。 

Ｍ社が、これを食用として転売したことが発覚。その後、他にもＩ社、Ｏ社、Ｓ社などが独
自に不正転売していたことが判明。 

2008.8.28. 

2008.9． 

2008.9.16 それらは、複雑な流通経路を経たのちに食品加工会社、酒造会社、菓子製造会社
等全国の多数の業者に転売されていた。 

農林水産省は、国民の不安払拭のために転売先（24都府県の375社）の名称を
公表。しかし、同日に、転売先の会社の1つで社長が自殺する事態になった。 

この事件の対応の責任を取り、農林水産大臣と農林水産省事務次官が辞任 2008.9.18 



しかし・・・・ 

●アフラトキシン検出米：最終的に食用として流通したのは鹿児島
の酒造会社３社で酒造米として使われた2.8tのみで、その生産物か
らアフラトキシンは検出されず（陰性）。 

●農薬検出米：「精米されたもち米からメタミドホスが最高0.06ｐｐｍ
（基準値０．０１ｐｐｍの６倍）検出された」と報告されたが・・・ 

メタミドホスの基準値 

 作物 基準値(ppm) 
 バレイショ   0.25 
 キャベツ 1.00 
 トマト 2.00 
 ピーマン 2.00 
 キュウリ 1.00   



2006.5.29. ポジティブリスト制 

●ネガティブリスト制：「残留してはならないもの」をリストアップ 
 
●ポジティブリスト制：「残留を認めるもの」をリストアップ 
           （原則すべて禁止） 
 
 (1)すでに基準のあるもの 
   ⇒その基準内で残留を認める。 
 
 (2)基準のないものは海外の基準を参考にして暫定基準を定め 
   ⇒その基準内で残留を認める。 
 
 (3)それもない場合: 
   ⇒一律基準値 0.01ppm 
 



事故米を輸入したのは、2006年5月以前。そのと

きにはこの米は違反ではなかったが、ポジティブ

リスト制の施行により一律基準値が適用された結

果、事故米になった。 



3. TPPと食の安全 
               大問題であるのに問題とされていない例 

TPP：Trans-Pacific Partnership 

 （環太平洋経済連携協定） 
 

原則として関税を例外なく撤廃し、徹底的な自由化を目指す貿易協定 

 



 

１．国内農業と食料供給への影響 

 

２．食の安全への影響 



日本農業新聞 
2011.5.19 

 TPP交渉で、ニュージーランドと

米国は、農地への投資制度や食

品の安全性などの規制や基準を

統一した「絶対基準」を定め、受入

国を広げることで経済自由化を進

めようとしている・・・・。 

 

・・・・・ニュージーランドの交渉当局

者は「絶対基準」を受入させる国と

して日本と韓国を名指ししている。 



日本人は神経質すぎる。その基準でアメリカや

ニュージーランドの国民が大丈夫なのだから、

日本人にとっても大丈夫に決まっている？？？ 



農薬の最大残留基準値の日米比較 （コメ） 

輸出国における農薬等の使用状況等に関する調査 (NIHS)（平成17及び18年度調査）を改変 

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/chemical/pest_imp-fd/pdf1/yunyu7.pdf 

60倍 

80倍 

農薬 商品名
（例） 

用途 米国の許
容量ppm 

日本の最大残
留基準値ppm 

イプロジオン ロブラール 殺菌剤  １０.０    ３.０ 

ベノミル ベンレート 殺菌剤   ５.０    １.０ 

カルバリル デナポン 殺虫剤   ５.０    １.０ 

クロルピリホスメチル レルダン 殺虫剤   ６.０    ０.１ 

マラチオン マラソン 殺虫剤   ８.０    ０.１ 



食生活の異なる国民に同じ基準は適用できない 

⇒日本人の１日当たり許容摂取量を計算 

 ADI x 53.3 (日本人の平均体重） 

⇒これを適用作物に割り振る 

 （総計が ADI x 53.3 の 80％を超えないように） 

日本人１日あたりの農産物摂取量 

 作物 フードファクターg 
 コメ 201.0 
 大豆 56.1 
 キャベツ 22.8 
 ニンジン 24.6 
 イチゴ 0.1   



＜よくある議論＞ 
問題は農業の生産性が低いことにある。そのため
に、国民は高い農産物を買うことを強いられてい
る。さらに、農業を保護するために使われている
補助金は国民の税金である。 

★農業者は国民ではないのだろうか。 

★どうして生産者と消費者の対立をあおるのか 


